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第２回 伊勢原市第３期教育振興基本計画策定委員会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和４年８月１０日（水）午後２時から４時まで 

 

２ 開催場所 

  市役所 ３階 全員協議会室 

 

３ 策定委員会委員 

  委員長           兼平 賢治 

  委 員           臼井 裕二 

  委 員           石渡 誠一 

  委 員           石塚 京子 

委 員           永井 武義 

 

４ 説明のために出席した職員等 

  教育長           山口 賢人 

教育部長          大山 剛 

歴史文化推進担当部長 

（兼）歴史文化担当課長   立花 実 

  参事（兼）教育総務課長   熊澤 信一 

  参事（兼）学校教育課長   守屋 康弘 

  教育指導課長        嶋本 信之 

  教育センター所長      須永 尚世 

参事（兼）社会教育課長   山内 温子 

  図書館・子ども科学館長   杉山 麻里 

  スポーツ課長        細野 徹 

子育て支援課長       山田 泰生 

  子ども育成課長       稲葉 一弘 

  子ども家庭相談課長     岡村 純一 

  青少年課育成・相談係長   坂間 瑞恵 

  教育総務課主幹（兼）総務係長 吉田 千恵子 

  教育総務課主事        髙坂 麻里 

   

５ 傍聴人 

  ０人 

 

６ 主な議事内容 

（１）第１回策定委員会の振り返り 

（２）伊勢原市第３期教育振興基本計画（素案）について 
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（３）教育ビジョン（案）について 

（４）施策体系（案）について 

（５）施策構成（案）について 
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  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午後２時００分   開会 

 

○教育総務課主事【髙坂麻里】  定刻となりました。ただいまから、第２回策

定委員会を開会いたします。 

 本日の会議は、おおむね２時間、午後４時を目途に進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次第の２、教育長挨拶です。 

 山口教育長、よろしくお願いします。 

○教育長【山口賢人】  （あいさつ） 

○教育総務課主事【髙坂麻里】  次に、事務局から資料の確認をさせていただ

きます。（資料確認） 

  それでは、議事の進行は兼平委員長にお願いしたいと思います。 

 兼平委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長【兼平賢治】  それでは、議事を進めてまいります。会議が円滑に進

行しますよう、皆様の御協力をお願いしたいと思います。 

 本日は、佐伯委員、それから水島委員から欠席の連絡をいただきましたので、

出席委員は５名ということになります。全委員の半数以上の出席というふうにな

りますので、伊勢原市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の規定に基づいて、

会議が成立することを報告いたします。 

 それでは、次第の３、第１回策定委員会の振り返りと、それから次第の４、伊

勢原市第３期教育振興基本計画（素案）について、事務局から説明をお願いした

いと思います。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  それでは私のほうから、次

第の３、第１回策定委員会の振り返りについて、続けて次第の４、３期の教育振

興基本計画の素案について、説明させていただきます。 

 

（第１回策定委員会の振り返り及び計画素案について説明） 

 

○委員長【兼平賢治】  事務局からの説明が終わりました。 

 ただいまの説明で御質問や御意見等があればお願いしたいと思います。 

○委員【石塚京子】  教育ビジョンと教育大綱ってイコールで考えてよろしい

んでしょうか。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  伊勢原市は教育ビジョンの

部分を教育大綱ということで位置づけております。 

○委員【石渡誠一】  その点で、私も同じところが気になって。初めて見た方

が、これが同じなのか、どれと一緒なのかということが分かるように、どこかに

説明があるといいんじゃないかなという感想を持ちました。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  御意見を踏まえまして、そ

の内容がわかるように記載を考えてみたいと思います。 
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○委員長【兼平賢治】  ほかはいかがでしょうか。 

○委員【石塚京子】  計画の対象というところなんですけど、表現が非常に分

かりづらいなと思います。何度も何度も読んだんですけど。もう少し明確的に書

いたほうがよいと思います。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  御意見を踏まえて分かりや

すい記載に変更したいと思います。 

○委員長【兼平賢治】  ほかはいかがでしょうか。 

○委員【永井武義】  全体を通してなんですが、グラフもそうなんですけど、

例えば１ページの教育ビジョン、施策の展開のところで、ブルーというのが何か

ちょっと冷たい、クールなイメージを受けます。グラフを含めて、全体の色彩、

色の使い方というのは、何か理由があるんでしょうか。色相とか補色って重要な

イメージにつながると思うので、開いたときに気になりました。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  全体のバランスを見ながら

検討させていただこうと思います。ご意見ありがとうございます。 

○委員【石渡誠一】  素案に国の法改正とか制定の施策が一覧になっていて、

ここで思い出したのですが、広報いせはらの７月１日号に、コミュニティースク

ールの導入に関係して、国の施策と市の施策が年表形式で記載してあったと思い

ます。例えばこの５年間でも、施設改修とか、コミュニティースクールの導入と

かもそうですけど、市が取り組んできた実績があるので、そういう内容をどこか

で紹介というか、ちゃんと伊勢原市はやっているよということで出せないのかな

ということを思いました。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  貴重な御意見ありがとうございます。

今回グラフなどを使ってまとめてきたもの、これはデータ的なまとめをさせてい

ただいています。 

 今、石渡委員から御意見いただいたように、これまでいわゆる実績として第２

期の教育振興基本計画の期間の中で成果を獲得してきたようなもの、基本的には

個別の施策の項目の中で、一定程度の実績を現状課題の認識の中で提示していき

たいと考えておるんですが、確かに委員がおっしゃるように、この前段の国のま

とめの中でも、表形式で７ページにこれまでの法改正を中心とした概要を載せて

おりますので、これを参考にしながら、何かうまい表現の仕方がないのかどうか、

もう一度改めて検討してみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員【石渡誠一】  ありがとうございます。 

○委員長【兼平賢治】  ほかいかがでしょうか。 

○委員【永井武義】  「発達相談の種別」とありますが、相談ですからいろん

な分類というのがあると思うんですけれども、学校なども今、いろいろな支援の

種別はあると思うんですが、一般的には身体、知的、それから精神、発達障害も

含むんでしょう、その３つが主なのかなと思うんです。この種別については、何

か県とか国とか市も含めて決まりごと事があるかどうかがちょっと分からないの

で、教えていただければと思います。 

○子ども家庭相談課長【岡村純一】  この種別については、国が年に１回実施
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しております福祉行政報告例の分類に則ったものでございます。 

○委員【石塚京子】  朝食を食べる、食べないの比較データなんですけど、前

いただいた資料と見解が違っているんですが、これはどうしてこういうふうにな

ったのでしょうか。 

 それから、朝食も前回の資料では「居場所づくり」の分野に入っていたわけで

すよね。それが食育のほうに今度移っているんですけど、その辺りも教えてくだ

さい。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  まず前段でお尋ねいただきました、

その前回の説明の中では、朝食を食べる児童生徒の割合は中学校女子を除いて全

国を下回るというので、基準が令和３年度単年度の全国と本市の比較でお示しを

させていただいたグラフでございました。今回の新たに提示させていただいたグ

ラフにつきましては、前回いただいた御意見等も踏まえた中で、平成３０年度と

令和３年度の２か年の本市のデータで比較をした結果ということで、３０年度と

比較すると小学校ではほぼ横ばい、中学校では増加したという、比較の対象を変

えたことによって、認識、その数字の読み方が変わったところでございます。も

う一度この辺りもどういう表現がふさわしいのか、改めて検討させていただきま

す。 

 それから、前回はカテゴリーとして生活と居場所づくりというカテゴリーで、

この朝食欠食といいますか、朝食を食べる児童生徒の割合のグラフを載せさせて

いただいております。今回置場所の見直しをさせていただきましたのは、この後、

施策の体系というのを説明させていただくことになりますが、実はこの朝食につ

きましては、児童生徒の体力、体の育成の部分の中で整理をしていきたいという

想定がございまして、今回は児童生徒の体力・運動と食育という整理をさせてい

ただいております。 

○委員【石塚京子】  分かりました。ありがとうございます。 

○委員長【兼平賢治】  ほかよろしいでしょうか。 

○委員【石渡誠一】  いじめ・不登校のデータについて。前回、これのデータ

については令和２年度までのものを使用した理由を御説明いただいて承知はして

いるのですが、国の公表のタイミングに合わせて、今後、令和３年度までの数値

が入る余地があるのかどうかというのは、今じゃなくてもいいんですけど、検討

いただければいいかなと思っています。なぜなら、ほかのグラフはほとんど令和

３年度までで、中には令和４年度までの数値があるので、もし可能なら入るとす

ごく分かりやすいのかなというふうに思ったので、ちょっと御検討だけでもいた

だければありがたいかなと思った次第です。 

○委員長【兼平賢治】  ありがとうございます。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  ご意見ありがとうございます。そこ

は改めて検討させていただきます。 

○委員長【兼平賢治】  では、ここまでのところは以上で、色合いであるとか、

文章を分かりやすくするというところ、あとはグラフで工夫があればというとこ

ろも御指摘がありましたので、御検討いただきたいと思います。 
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 では、次に進みたいと思います。次が次第の５、教育ビジョン（案）について、

事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

（教育ビジョン（案）について説明） 

 

○委員長【兼平賢治】  事務局からの説明が終わりました。教育ビジョンは基

本理念と目指す教育の方向性の３つの視点で構成されていますので、それぞれに

ついて御意見を伺っていきたいと思います。 

 まず、基本理念、こちらについて御意見や御質問があればお願いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○委員【永井武義】  基本理念の考え方という黒枠の中で、伊勢原の自然とか

歴史、それから変容している地域の状況、そしてまたそれらを継続していく、伝

えていくような流れになっていると思うんですけれども、現代社会の課題、そう

いったものもちょっと入れるといいのかなという思いがしました。キーワードと

しては多様性とか持続可能な社会だとか、あるいは対話、そういった内容もある

といいのかなと思いました。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  貴重な御意見、多様性など、書き足

りないといったところもあろうかと思いますので、改めてこの課題認識は、もう

少し考えてみたいと思います。 

○委員長【兼平賢治】  ほかにいかがでしょうか。では私のほうから。 

１つ意見があって、第１段落、第２段落、第３段落のところで、「また、人口減

少・少子高齢化の進展」云々とあって、事前の打合せのときに、先ほど教育長も

お話しされたように、伊勢原の独自性というのをやっぱり示したほうがいいとい

うことをお伝えして、どういう人づくりを考えているのかというのをここに入れ

ていただいた。 

 それで、この点はよかったと思うんですけれども、表現として、その次の「こ

うした先行き不透明で変化が激しい現代社会」、「先行き不透明で」となってし

まうと、もう何か将来が暗い、不安という言葉になってしまって、確かに答申等

でもこういった表現は出てくるんですけれども、基本的には情報技術、ＩＴなん

かが発達していって劇的に変わっているという話と、あとはコロナなんかで予測

困難な社会ということなんです。 

 「先行き不透明で変化が激しい」となると、本当に不安だらけで大きく変わっ

ていく、どうしようと、そういうふうに読めてしまうので、ここは少し穏やかで

いいのかなと。「こうした社会の在り方が刻々と変化していく現代社会において」

ぐらいで、前に説明している中では、急速な情報通信技術の革新とかグローバル

化の進展というふうに、プラスの進展のことも述べていてマイナス面だけではな

いので、「先行き不透明で変化が激しい」となると暗いイメージになってしまう。

ですので、先ほど言ったような形でいいのかなというふうに感じています。 

 それから、「人口減少・少子高齢化の進展」っていうふうに「進展」は使われ

るんですが、もちろん進展の意味は、状況が移っていく、変わっていくという意
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味もあるんですけど、ここでのように「グローバル化の進展」と「少子高齢化の

進展」が並ぶときには、やはり違和感が出てくるので、「人口減少・少子高齢化」

は「進行」がよいと思います。 

 この２点、私のほうから意見をしておきたいと思います。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  ありがとうございます。御意見を踏

まえまして、バランスを含めて考えていきたいと思います。 

○委員長【兼平賢治】  では、２ページのところの基本理念まではよろしいで

しょうか。 

 では次に、視点１、一人ひとりの子どもの健やかな成長を支えていくためにの

内容について、御意見、御質問があればお願いしたいと思います。 

○委員【石塚京子】  今までの計画と比べながら読んでみたんですけれども、

現行計画では「幼児期における子育て支援」でしたが、次期計画（案）では「幼

児期における教育と子育て支援」となっているんですけれども、この辺の違い、

どういう観点でこういうふうに変更されたのか、伺いたいと思います。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  まず大前提といたしまして「教育振

興基本計画」という計画の中で、教育委員会以外の他部署の取組を、どのように

この計画の中に、どこまでの範囲を取り込んでいくのかといったものは、なかな

か各市より取りでして、議論があるところではあるんですが、今回「教育」とい

う文言を加えた基本的な考え方につきましては、いわゆる学習指導要領の流れを

くんだ幼稚園版というんでしょうか、そちらに基づく幼児教育を推進するという

基本的な考え方の下に、この教育振興基本計画にその取組の一部を掲げるよう整

理しています。 

 ただ、文部科学省のほうでも幼児の分野につきましては、教育一辺倒ではなく

て、家庭を含めた家庭教育支援ですとか幼児の子育ての支援、それらも含めて国

の計画が整理されてございますので、教育だけという明確な切り分けは難しい。

結果的に取組も様々、相談支援ですとか養育支援の分野が入ってはいるんですけ

れども、ただ基本的な考えは、あくまで教育振興基本計画で指導要領に準じて、

未就学児からの教育を推進していくという考え方を明確化したいという思いか

ら、今回は教育という言葉を入れさせていただきました。 

○委員【石塚京子】  わかりました。 

○委員長【兼平賢治】  ほかはいかがでしょうか。 

○委員【臼井裕二】  ３ページの下から２段落目の「また、これからの学校教

育」というところなんですが、ここで「ＩＣＴの有効活用等を図りながら、学習

指導要領が掲げる」という形に文章が続いているんですが、これを読んだときに、

印象として、すごくＩＣＴの部分が強いなというのを感じてしまいました。なの

で、できればここの部分は、最初に学習指導要領が掲げるというところを書いて

いき、「『生きる力』を育てていきます」の後に、「ＩＣＴの有効活用等も図っ

ていきます」というような書きぶりにしていただいたほうがいいかなと思います。 

○委員長【兼平賢治】  この点いかがですか。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】 貴重な御意見ありがとうございます。
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確かに実際に学校現場で携わっていただいている先生のお考えですので、そこは

十分受け止めさせていただきたいと思います。今回こういう表現をさせていただ

いているのは、いわゆる国から示されている令和型日本教育の答申で、今後こう

いったものの活用を図りながら学習指導要領の実現を図っていくというような表

現、こちらを意識してまとめさせていただいておりますが、確かに実際の現場の

感覚というのもあろうかと思いますので、また改めて表現を検討させていただき

たいと思います。 

○委員長【兼平賢治】  それでは次に、視点２、生き生きと暮らし、学びあう

まちづくりのためにというところです。御意見、御質問があればお願いしたいと

思います。 

○委員【石塚京子】  「誰もが」ということなんですけれども、その「誰もが」

って誰なんだろうと考えたときに、市民とか、現行計画では女性とか高齢者とい

う言葉が出ているんですが、今回は女性が消えちゃっていて、あとは若者が入っ

ている。誰もがの中に若者から高齢者。さらに子どもから高齢者と、そういう表

記になっているんですけれど。また、この前いただきました第３期の教育振興基

本計画の文科省のほうから出ているので、方針３で、生涯学び、活躍できる環境

を整えるというところの中で、主な目標として、人生１００年時代を見据えた生

涯学習の推進、あとは障がい者の生涯学習の推進というのがあるんです。その障

がい者という表記がどこにも出てこないわけです。それがちょっと私は気になっ

てしようがないんです。誰もがということは誰もがですよね。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  貴重な御意見ありがとうございます。

女性を今回特に目出しをしていないのは、当然女性も含めて全ての人ということ

からです。 

 女性も含めて全ての市民が生き生きと生涯にわたって学べるような施策をこれ

から推進したいという意味で、ここは整理させていただいてございます。 

 それから、確かに国は障がい者も含めてという方針は掲げております。本市と

いたしましても、もちろん障害者も含めて生涯学習を推進していくという基本的

な考え方は同じでございます。 

○参事（兼）社会教育課長【山内温子】  文科省から、障がい者のための生涯

学習の推進が示されていることは承知しております。現在、公民館講座として、4

回にわたる手話ダンス講座を企画しております。まずは、障がい者への理解など

も意識しながら取り組んでまいります。教育振興基本計画では、柱立ての中でと

考えられるとのことですので、いただいた御意見につきましては、まずは取組レ

ベルで対応させていただきたいと考えております。 

○委員【石塚京子】  わかりました。 

○委員【石渡誠一】  教育ビジョンの第２段落目の１行目に、「ライフステー

ジに応じた学び始めのきっかけづくり」という表現があって、質問としては、学

び始めとは何をイメージしているのかということと、意見としては、学びのきっ

かけであれば、「始め」がないほうがしっくりくるのかなというふうに思ったの

で、イメージとしてはどんなものなのかというのを質問させていただければと思
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います。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  学び始めの意図するものということ

だと思います。ここの表現につきましては、生涯学習に取り組むきっかけとなる

ような、そのタイミングの仕掛けをつくっていきましょうという意味で、「学び

始め」という表現を使わせていただいております。学び始めと、あとはある意味

リタイアした後の学び直しといったような表現との対の表現で、今は使わせてい

ただいております。 

○委員【石渡誠一】  私の認識が正確かは分からないんですが、生涯学習はど

こからか、学校教育からつながっているのかという感じで取らえると、「始め」

は学校へ入学したところなのか、それとも生涯学習として学びを始めたところか

らなのかと考えたので、改めていつだろうというふうに思ったんです。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  御指摘いただいたように、「始め」

がなくても、学びのきっかけづくりという表現でここは通りますので、その案も

含めて、よりふさわしい表現を改めて検討させていただきます。確かに「始め」

があると、いつからなのかという議論。これはなかなか答えを出すのが難しいと

思いますので。 

○委員長【兼平賢治】  先ほど石塚委員のほうからあった、女性という言葉が

消えているということ、これはどう捉えるかで、むしろ意識された部分があって、

その中に取り込まれたと見るかどうかというところですね。あと、近年は生徒、

学生を扱う場合にも、あまり男性、女性というのは意識しないというふうに大学

のほうからも言われてきていて、多様性というものも求められていますので、あ

えて女性というのを出すことで、何か女性が別に置かれているとか、そういう捉

え方をされることもあるんだなと感じました。 

 そういう意味では、障がい者と言った場合にも、私たちは「誰も」の中に入ら

ないのかと言われるかもしれないということもあるので、まさにそういう人たち

も含めてということですね。施策の中で先ほどあったように、配慮とかそういう

ところですよね。困難な人たちをサポートするとか手助けするとか、そういう内

容に入っていけばいいのかなと。 

 あえて障がい者への対応としては、サポート的なところで支援していきますよ

とか、あるいは通信なんかのネットワークも、まさに困難な方々へも配慮してい

くというところがあるので、それもうまく中に入れ込んでいければいいのかなと

いうふうに私は思ったんですが。ほかの委員の方々もそこのところはちょっと御

検討いただいて、次のときにでも御意見があればいただきたいなと思います。こ

れは結構重要な問題かなと思ってお話を伺っておりました。 

 それでは次に移りたいと思います。視点３、地域全体で歴史文化を継承してい

くために、６ページの内容について御意見とか御質問があればお願いしたいと思

います。 

○委員【石塚京子】  現行の計画には、悲願である郷土資料館常設展示施設と

いうのが書いてあったんですけど、今回、環境整備に向けた検討となっています。

これは本当に悲願だから、きちんと書いたほうがよろしいと思うんですけど、ど
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うでしょうか。 

○歴史文化推進担当部長（兼）歴史文化担当課長【立花実】  まさしく悲願。 

○委員【石塚京子】  悲願ですよね。 

○歴史文化推進担当部長（兼）歴史文化担当課長【立花実】  悲願ではありま

すが、文化財保護における郷土資料館というのは、常設展示施設がある種シンボ

ル的な施設になりますので、これがあるかないかというのはやっぱり大きな違い

でもあると思ってはおります。 

 ですが一方では、施設ができれば全ての課題が解決するかというと、決してそ

ういうことではないということもありますので、やはり施設をシンボルとして目

指すということはここで掲げたいんですけれども、これで新しく表現したのは、

郷土資料館という単体の施設だけではなくて、文化財を取り巻く環境整備という

のは、例えば安全に参拝できるとか、あるいは寺社のトイレをしっかり整備する

とか、遊歩道みたいものをきちっと造るとか、あるいは案内板を整備するとかと

いうように、もっと広く捉えて、全体の環境整備というものを底上げしていこう

と考えです。 

 それは今までも続けてきておるんですけれども、そういう意味で、実は郷土資

料館という言葉ではなくて、全体の環境整備という、もっと広げた形で表現して

いるというのが意図ではあります。 

○委員【石塚京子】  わかりました。ただやっぱり悲願ですよね。欲しいです。

せっかくすばらしい伊勢原の文化財がたくさんあるのに。私の強い悲願でもあり

ます。 

○委員長【兼平賢治】  その気持ちはよく分かります。ほかいかがでしょうか。 

 確かに目標として掲げることが重要だというところもあったりはしますけれど

も、ここ第３期計画では達成可能なところで示したということでしょうか。 

それでは、次に進みたいと思います。次第の６、施策体系（案）について、事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

（施策体系（案）について説明） 

 

○委員長【兼平賢治】  事務局からの説明が終わりましたので、資料４－１、

４－２、それらについて御質問、御意見があればお願いしたいと思います。 

○委員【永井武義】  資料４－２の施策の２、新しく豊かな心の育成というの

が組み込まれまして、大変いい施策だなというふうに感心していたところです。 

 ちょっと飛躍した言い方になってしまうんですけれども、記憶にあると思いま

すが、７月８日に安倍元総理の銃撃事件があって、新聞の論説などを見てみます

と、その年代というのは、平成５年から１６年、就職氷河期の世代だということ

で、いろんな新聞の見出しなんかでも、ネット依存とか、排他的思考とか、対話

を拒むとか、失われる多様性とか、そんなようなコラムが続いています。少し遡

ると、京都のアニメーションの放火事件の犯人も４４歳、それから秋葉原の連続

無差別事件、これも３９歳ということで、就職氷河期世代の人は心も氷河期だと



 - 11 -

いうような論説者もいるんですけれども、そういったことを考えると、やはり小

中学校での豊かな心の育成というのは非常に重要なことだと思っております。 

 ちょっと関係ない話をしたんですけれども、施策の取組方針の中で、豊かな心

を養う体験活動及び人権教育の推進とあるんですが、法律で言うと、人権教育・

啓発推進法というのが確かあったと思うんです。できればその推進だけでなくて、

啓発ということも考えて、啓発推進にしたらどうかなということで意見でござい

ます。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  貴重な御意見ありがとうございます。

ただ今の委員の御意見を踏まえまして検討させていただきます。 

○委員【臼井裕二】  意見というか感想も含めてなんですけれども、教育現場

の人間として見せていただいて、人のこと、それから箱物のことがやはりとても

気になっています。その中で、例えば水泳授業のことですとか、計画的なＩＣＴ

機器の更新ですとか、そういうようなところを入れていただけたのはすごくあり

がたいなと思っていますし、給食費の公会計化も検討していただけるということ

で、ありがたいと思っています。 

 あともう一つは、人のことなんですが、伊勢原市は、やはり適度な規模の中、

人がつながって、マンパワーで頑張ってきたというところがすごくいいところだ

と思います。ただそれが、これから後退していくんじゃないかという恐れを大変

危惧しています。その中で、持続可能な指導体制の整備、持続可能というのを入

れていただけたのは、すごく大きいことだなと考えています。 

 できれば、ここに教員の働きやすさのようなものまで踏み込んでいただけると、

とてもありがたいなと感じています。具体的に言うと、例えば、今教員が何か相

談したいことがあった、保護者対応だとかそういうことで相談したいときに、学

校の中で相談をするんですけれども、その中でやり切れない部分とかを相談する

窓口みたいなところが、今はあまりない。 

 子どものことだったらここですよ、家庭のことだったらここですよということ

なんですけれども、教員のとなったときになかなか見当たらない。そういうとき

に教員の相談窓口みたいなものがあるとありがたいなと思います。それから、こ

れは市ではなかなか難しいんですけれども、人材確保の何かよい方法があったら、

ありがたいなと思っています。 

 具体的に簡単に言うと、例えば育休、産休とか、とても職場にとってはめでた

いことなんですけれども、現実問題になるとその代わりの職員がいない。特に男

性の育休なんかはどんどん取ってもらって、学校現場って男性も育休が取りやす

いよというようなアピールをしていきたいんだけど、現実問題としては代わりが

いない。そういうときの人材確保の何かよい取組とかがあるようだったら、そん

なのも検討していただけるとありがたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長【兼平賢治】  いかがでしょうか。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  御意見ありがとうございます。改め

まして、今回施策に掲げました学校における職場環境整備の中で、可能な限り実
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効性がある取組ができるのかといった視点で、検討可能かも含めまして、考えさ

せていただきたいと思います。 

○委員【永井武義】  歴史文化の調査・保存・活用と人材育成というところな

んですけれども、先ほど郷土資料館の常設展示スペースの検討なんていう話が出

たんですが、私個人としては県の施設の拠点づくりというのが悲願なんです。ぜ

ひ伊勢原につくってほしいという気持ちがあるんですけれども、この文化財保護

の在り方って非常にいろいろ検討が必要だと思うんですが、想定される「主な取

組」の中に、もし可能であれば、文化財保護の在り方の検討というようなものが

あると、今後についての検討ができるのかなと思ったんです。意見でございます。 

○歴史文化推進担当部長（兼）歴史文化担当課長【立花実】  在り方というの

は、外面的なことも含めてですか。 

○委員【永井武義】  いろいろな意味合いを含めてなんですけれども、要は調

査と指定と登録、それから情報発信、公開して活用する、人材育成する、文化財

の活用環境の整備だけじゃなくて、さらに今後の一歩踏み込んだ保護の仕方、ど

ういう方途があるのかの検討というようなこともあるとよいのかなと思ったわけ

なんです。 

○歴史文化推進担当部長（兼）歴史文化担当課長【立花実】  昨年認定を受け

ました地域計画の中では、現行の第２期計画の時期などを見通した形の計画を作

ってはあるんです。ですが、おっしゃるとおり、文化財にとって５年とか１０年

とかというのは非常に短いスパンであり、例えば２０年後どうするかとかいうよ

うな視点も当然含めて考えていかなければいけない。 

 私は宝城坊本堂の修理もしましたけれども、次の修理は１５０年後ですよね。

その間に２５年周期で茅葺き屋根の葺き替えをしなければなりません。そういう

ことを誰が考えていくのかということなど、実はこの間の計画にはそこまで書け

なかった課題なんです。 

 そういうことも含めて、御意見のとおり、新しい、もうちょっと長いとかとい

うことも含めたことも実は検討し続けていくべき課題で、５年の計画とまた別に

もう少し、伊勢原市の文化財をどうしていくのかというのは、常に考えていかな

きゃいけないと思っておりますので、そうしたことがここでできるかどうか、検

討させていただきます。 

○委員長【兼平賢治】  私から２点確認したいのは、先ほど臼井委員のほうか

らも話があった教員の働き方についてというところは、視点１の教育施策推進の

ための基盤と環境整備で、「教員が限られた時間の中で、その専門性を発揮でき

る」、こういうことが書かれていたり、あるいは先ほどの永井委員が言われたと

ころで、長期的なスパンのものを検討するということで、伊勢原市文化財保存活

用地域計画を生かしてというのが、視点３の歴史文化の継承とまちづくりへの活

用というところで書かれているんですが、この視点１、２、３とこの施策体系と

関わりというのはどういうふうに捉えたらいいのか。 

 この視点１、２、３を統合してこれに当たるんですよというものなのか、そこ

の関係性がちょっと分かりにくいところがあるかなと思うんです。どういうイメ
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ージなんでしょうか。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  教育ビジョンと、その下に位置づけ

る施策体系との関連ということと理解しました。基本的な考え方といたしまして

は、資料３で説明させていただきたいのですが、３ページに、理念の下の目指す

教育の方向性を置いてございます。 

 その直下に視点１、一人ひとりの子どもの健やかな成長を支えていくためにが

掲げてございまして、その下に３ページで（１）から（２）、そして４ページで

（３）ということで、分野別の視点というんでしょうか、考え方を整理してござ

います。この（１）から（３）までが、施策体系で言いますと目標の１、２、３

に対応する分野、具体的に言いますと、視点１の（１）知・徳・体のバランスの

とれた「生きる力」の育成、こちらについては施策体系の目標１、夢と希望を持

ち、可能性に挑戦する力の育成に対応した整理という考え方でございます。 

 先ほど申し上げましたように、第２期計画の構成を見直しまして、視点２につ

きましては、２と３両方、１分野で整理をさせていただいたということで、資料

３の５ページですが、視点２の（１）「人生１００年時代」を見据えた生涯学習、

スポーツ、文化芸術活動の推進につきましては、施策体系の目標の４、生涯学び、

活躍できる環境整備とスポーツの推進、視点３の（１）につきましては施策体系

の目標の５に対応するという整理を、今のところさせていただいてございます。 

○委員長【兼平賢治】  この関連性については、どこかで説明があったらいい

のかなというところです。大体照らし合わせるとそうなのかなとは思うんですけ

れども、せっかくこういうふうに位置づけているものと施策がどういう関わりが

あるかというのは、やはり説明があればいいのかなというふうに思いました。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  改めてその辺りもつなぎを検討した

いと思います。 

○委員長【兼平賢治】  それからもう一点は、今説明いただいた、その施策体

系のところで、新たに重点的にこの第３期で取り組むんだということでは、取組

の名前の前に【新】とつけているところなんかがまさに重要で、伊勢原らしさと

いうか、伊勢原は将来こういう人を育てていくんだとアピールしてこの第３期の

計画の中に入ってくるとよいのではないかと思うんです。 

 そういう説明がどこかにあるのかということで、この教育ビジョンの中で先ほ

どその関係を聞いたのは、視点１、２、３で分けて、この視点１についてはこう

いう施策に力を入れていきますよ、第３期はこういうことをやって、伊勢原独自

のこういう形をつくっていくんですよというふうにするのか、それとも１、２、

３の後にまとめて、この３期では、１から３を成し遂げるためにはこういう施策

をやっていくんですよというふうに説明するのか、何かそのところも確認したか

ったので。 

 今回のところではまずはそういう説明、目指す教育の姿、これを実現するため

に、新たにこういうことを第３期では力を入れていきますよということが、どこ

かで説明されるかどうかというのを確認したいです。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  今後の施策の展開の整理の仕方とい
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うことだと思います。教育振興基本計画の基本的な考え方は総合的な計画となっ

ておりますので、今回提示させていただいたもので仮にお認めいただけるのであ

れば、５つの目標を施策の体系の中に掲げてございます。それを実現するための

施策、さらにはその施策を推進するための今後実施計画の中で具体に検討してい

く主な取組、これらを総合的に推進していくことによって、教育ビジョンの実現

を図るというつくりになってございますので、今のところは、いわゆる重点施策

というんでしょうか、そういったものは本市では想定してはおりません。 

 そこはまた皆様から御意見があれば。今回は施策の体系というフラットな形で

提示させていただいたものなんですが、次回では個別の施策、具体の内容につい

て御議論いただくことにもなるんですけれども、また以降、各委員さんから御意

見をいただきながら、この辺りも引き続き検討させていただきたいと思います。 

○委員長【兼平賢治】  先ほど永井委員のほうからは、豊かな心の育成という

ところ、これはいいと。まさにこういうところが伊勢原らしさをつくり上げてい

く。今の時点で伊勢原市らしさなどとは言えないと思うんですけれども、こうい

うところを重点化していく、あるいは臼井委員が言った教員の在り方、働き方と

いうのは職場をよくしていきますよとか、そういうことがやっぱりらしさにつな

がっていくんだろうなと。伊勢原というのはこういうことをやるんですよという

ことをアピールできるようになっていくんだろうなと思うので、そういうところ

があってもいいのかなというふうに、私個人としては思っているところです。 

 では、この資料４－１、２については以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、次第の７、施策構成（案）について、事務局から説明をお願いいた

します。 

 

（施策構成（案）について説明） 

 

○委員長【兼平賢治】  説明が終わりましたが、ただいまの説明で御意見、御

質問等があればお願いしたいと思います。 

○委員【石渡誠一】  新しく、施策に対応するＳＤＧｓという項目をつけてい

ただきました。学校等でも、今後ＳＤＧｓの取組はどうなっているのという問合

せ等が想定されるわけですけれども、様々な事業があるので、それぞれにこれは

どうだと照らし合わせていくのって、これはなかなか根気の要る作業だなという

ふうに想定していたので、この計画の中でこういうふうに示していただけると、

これを参考に、それぞれの学校のいろんな事業を落とし込めていけるかなと思い

ましたので、非常にありがたく思いました。 

○委員長【兼平賢治】  ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次に進みたいと思います。それでは次第の８、その他で、委員の皆様の

ほうから、追加の質問とか、あるいは今日の全体を通しての御意見等がありまし

たらばお願いしたいと思います。 

○委員【臼井裕二】  伊勢原らしさというのは、ぜひ何か明確にしてアピール

していけたらいいんではないかなというふうに考えます。 
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 これはただの思いつきなんですけれども、そういうのがもしうまくできたとき

には、東名高速道路とかの上の橋のところに時々横断幕みたいなのがかかってい

るんですが、ああいうのに掲げていくと、市内とか市外の方からも見ていただけ

て浸透していくのかなと。「７０代を高齢者と言わない街」とか何か、結構あり

ますよね。「日本一の図書館の街」とか、割と目に入るなというのがあるので、

何かアピールの方法としていいんじゃないかなと思います。 

○委員長【兼平賢治】  確かに伊勢原らしさといったときには、市民だけじゃ

なくて外の方がどう認識をするかということが大事なので、それはいろんな方法

がありますね。ほかいかがでしょうか。 

○委員【石渡誠一】  市には様々な計画とか指針とかがあって、教育振興基本

計画に関連するものもあると思うんですが、これとの関連性とか現行計画ではど

うだったのかなと見たら、計画の位置づけのところにいろんな計画が載っていた

んですね。今回もこれだけいろんな関連する計画があるんだよというのはどこか

に載せていただけると、参考になるのかなというふうに思いました。 

○参事（兼）教育総務課長【熊澤信一】  ご意見ありがとうございます。受け

止めさせていただきます。 

○委員長【兼平賢治】  ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  それでは、事務局から２点、

説明させていただきます。 

 まずは、次回の第３回目の策定委員会でございます。第３回目の策定委員会は、

１０月５日の水曜日、午後２時からということで、会場は本日と同じ全員協議会

室で開催させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それから、ここで事務局から１点提案でございます。次回の第３回の策定委員

会をもちまして、当初予定しておりました策定委員会会議は終了ということにな

ります。次回の策定委員会では、個別施策の内容を中心に御協議いただくことを

想定しておりまして、そういたしますと、計画全体のまとめまでを委員の皆様に

お見せするには、ちょっと困難かなという状況がございます。 

 そこで、ぜひ計画の最終案のところまで皆様にお付き合いいただいて御協議い

ただけないかなと考えておりまして、もし可能でございましたら、第４回目の策

定委員会を開催させていただけないかなということでございます。勝手ながら今

後のスケジュール等を鑑みまして、１０月２７日の木曜日、午後２時から第４回

目の策定委員会お願いできないかと思っております。ぜひこの場をお借りして御

検討いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長【兼平賢治】  ただいま事務局のほうから、第４回目の策定委員会の

開催について提案がありました。候補日は１０月２７日木曜日、午後２時からと

いうことですが、皆様いかがでしょうか。 

○委員（賛成） 

○委員長【兼平賢治】  よろしいですか。それでは皆様から御了承いただきま

したので、第４回目の策定委員会、これを１０月２７日木曜日、午後２時から開
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催したいと思います。 

○教育総務課主幹（兼）総務係長【吉田千恵子】  ありがとうございます。 

○委員長【兼平賢治】  これで本日の議事は全て終了しましたので、進行を事

務局にお返ししたいと思います。 

○教育総務課主事【髙坂麻里】  兼平委員長、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の策定委員会は終了といたします。皆様、

大変お疲れさまでした。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午後４時００分   閉会 


